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次の問題に答えなさい。 

ある中小企業 Xは、人が踏んでも気づかないほどの衝撃しかないが、猫は踏

むのを嫌がる特殊なトゲトゲの形状をしたマットを開発して、これを「ネコハ

イレン」との名称で平成 27年 3月に、大判、中判、小判の３種類、色も置く場

所に合うように６色揃えて売り出したところ、猫の侵入が確実に排除できるこ

とから評判になり、全国の量販点などで大量に売れるようになり、テレビの情

報番組でも紹介され、「ネコハイレン」という名称とともに全国的に知られる

ようになった。なお、Xはこのマットについて特許、意匠、商標等の出願はして

いない。 

大手日用品メーカである Yは、令和元年５月に、X製品と同様のトゲトゲ形状

のマットを「Yのネコ除けマット」として、４種類の判、色は８色揃えて売り出

した。なお、Y製品には包装にも本体にもよく知られた Y社のロゴマークが大き

く付けられている。Y製品は Y社の知名度と、判や色もバラエティに富んでいる

ことや、X製品よりも２割ほど安価で販売されたこともあってよく売れ、その結

果これまでコンスタントに売れていた X製品の売り上げが急激に減ってしまっ

た。 

  

小問１ 

Ｘとしては、Y 製品は X製品の特長であるマットのトゲトゲの形状が全く同

じであるし、判や色も各種揃えている点も同様であって、X製品のまさに模

倣品であるから、その製造販売を止めさせたい。 

依頼を受けた X の代理人弁護士としてはどの法律に基づいて、どのような主

張を Yに対してするか。 

小問２ 

Yの代理人弁護士としては Xの主張に対してどのような反論をするか。 

小問３ 

公平な立場の仲裁人弁護士であれば、この問題をどのように解決するか。 

 


